
令和３年３月４日、豊橋市内において自転車に乗った高校生が犠牲となる交通

死亡事故が発生しました。

 平成３０年には、自転車に乗った中学生が犠牲となる交通死亡事故が発生し

ております。

これ以上、若者の尊い命を奪う交通事故を発生させることはできません。

市民の皆様におかれましては、次のことに注意をお願いします。 

令和３年３月５日

豊 橋 市 長  浅井  由 崇

豊橋警察署長  梶浦  哲 哉

交通死亡事故発生に伴う緊急メッセージ 

ドライバーは、横断歩道の手前では、横断者に十

分注意していただくとともに、ゆとりを持った運転

をお願いします。 

自転車乗用者の方は、ヘルメットを着用し、交差

点では一時停止、左右の安全確認をお願いします。


